
四日市市告示第２１１号 

 四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  平成２９年４月１日 

四日市市長  森 智 広 

 

  四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱（平成28年4月1日告示第215号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内における特例子会

社の設立等を促進し、障害者の就業機会の

拡大を図るため、市内に特例子会社を設立

し、又は市内に特例子会社の支店等を開設

しようとする事業主等に対し、その会社設

立に要する経費の一部を、予算の範囲内に

おいて補助することに関し、四日市市補助

金等交付規則（昭和５７年四日市市規則第

１１号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この要綱は、市内における特例子会

社の設立等を促進し、障害者の就業機会の

拡大を図るため、市内に特例子会社を設立

しようとする事業主に対し、その会社設立

に要する経費の一部を、予算の範囲内にお

いて補助することに関し、四日市市補助金

等交付規則（昭和５７年四日市市規則第１

１号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（定義） 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1)及び(2) （略）  (1)及び(2) （略） 

(3) 常用労働者 週当たりの所定労働時

間が20時間以上であって、次のいずれか

に該当する者をいう。 

ア 期間の定めがなく雇用される労働

者 

イ 期間を定めて雇用される労働者の

うち、雇用期間が随時更新されること

により、実態としてアに規定する労働

者と同様の状態にあると市長が認め

るもの 

ウ 日々雇用される労働者のうち、雇用

期間が日々更新され、実態としてアに

規定する労働者と同様の状態にある

と市長が認めるもの 

 

 

 

 

 



（補助対象者） 補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、補

助金の交付を受けようとする年度におい

て、次に掲げる条件を満たす親事業主又は

その特例子会社の事業主とする。 

(1) 市内に特例子会社を設立し、又は市

内に特例子会社の支店、営業所、事業所等

(以下「支店等」という。)を開設すること。 

(2) 前号の特例子会社の支店等において

5人以上の障害者を常用労働者として新た

に雇用する予定があること。 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、法

第４４条第１項の認定を受けて、市内に特

例子会社を設立しようとする親事業主と

する。 

 

第４条 （略） 

 

第４条 （略） 

 

（補助額） 

 

（補助額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の１０

０分の５０に相当する額（１，０００円未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

た額。）とする。ただし、１５０万円を限

度とする。 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の１０

０分の２５に相当する額（１，０００円未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

た額。）とする。ただし、１５０万円を限

度とする。 

 

（計画書の提出等） 

 

（計画書の提出等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者

（以下「申請者」という。）は、法第４４

条第１項の認定を受けて特例子会社を設

立又は支店等を開設しようとする概ね６

か月前までに、四日市市特例子会社設立計

画書（第１号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

第６条 補助金の交付を受けようとする者

（以下「申請者」という。）は、法第４４

条第１項の認定を受けて特例子会社を設

立しようとする概ね６か月前までに、四日

市市特例子会社設立計画書（第１号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

 

（交付の申請等） 

 

（交付の申請等） 

第７条 申請者は、特例子会社の認定日又は

特例子会社の支店等の開設日（以下「認定

日等」という。）が属する年度内において、

認定日等から起算して３０日を経過した

日又は認定日等の属する年度の末日のい

ずれか早い期日までに、四日市市特例子会

社設立事業費補助金交付申請書兼実績報

告書（第５号様式）に次の各号に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

第７条 申請者は、特例子会社の認定日（以

下「認定日」という。）が属する年度内に

おいて、認定日から起算して３０日を経過

した日又は認定日の属する年度の末日の

いずれか早い期日までに、四日市市特例子

会社設立事業費補助金交付申請書兼実績

報告書（第５号様式）に次の各号に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 



(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

 

（算定期間） 

 

（算定期間） 

第８条 補助金の算定期間は、第６条に定め

る計画書の提出の日から最長１年間とし、

認定日等までの期間とする。 

第８条 補助金の算定期間は、第６条に定め

る計画書の提出の日から最長１年間とし、

認定日までの期間とする。 

 

附 則 

 

附 則 

（有効期限） （有効期限） 

２ この要綱は、平成３２年３月３１日限

り、その効力を失う。ただし、同日までに

交付決定のあった補助金については、この

要綱の規定は、この要綱の失効後も、なお

その効力を有する。 

２ この要綱は、平成３１年３月３１日限

り、その効力を失う。ただし、同日までに

交付決定のあった補助金については、この

要綱の規定は、この要綱の失効後も、なお

その効力を有する。 

  

 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


